
 

 事 務 連 絡  

  令和７年４月 17 日 

 

 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）  御中 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

                  厚生労働省年金局事業管理課 

   

 

国民年金第１号被保険者の産前産後期間に係る国民年金保険料免除制度 

に係る周知について（ご協力依頼） 

 

 

厚生労働行政の推進につきましては、平素から格段のご配慮を賜り厚く御礼

申し上げます。 

国民年金制度においては、日本国内に住所を有する自営業者やフリーランス、

学生等の 20 歳以上 60 歳未満の方を第１号被保険者とし、国民年金保険料の納

付をいただいているところですが、これらの方のうち、平成 31年２月１日以降

に出産（妊娠 85日以上の死産、流産、早産を含む。）をされた方については、出

産予定月又は出産月の前月から起算して４か月分（多児の場合は６か月分。）に

係る国民年金保険料が免除され、当該期間は保険料納付済期間と同様に取り扱

われているところです。なお、国民年金保険料の産前産後免除制度による免除を

受けるには、市区町村（特別区を含む。以下同じ。）国民年金担当課又は日本年

金機構に届出を行う必要があります。 

今般、国民年金保険料の産前産後免除制度の利用促進の観点から、日本年金機

構において、当該制度の周知を図るために別添のパンフレットを作成しました。 

国民健康保険被保険者の出産育児一時金の申請等をされる方は、国民年金制

度における産前産後免除制度を利用いただける可能性が高いと考えられること

から、出産育児一時金等の出産に係る諸手続や相談来訪の際に当該パンフレッ

トを配付いただく等、国民年金制度の産前産後免除制度についてご案内いただ

くことについてご協力をお願いしたく、都道府県におかれては、その内容につい

てご了知の上、貴管内市区町村への周知をお願い申し上げます。 

印刷したパンフレットについては、令和７年５月末までに年金事務所から送

付させていただきますが、部数に不足が生じた場合は、年金事務所に連絡いた



 

だくか、日本年金機構ホームページからダウンロードして利用してください。 

（令和７年４月 21日以降、別添のパンフレットをダウンロードいただけます。） 

なお、各都道府県、市区町村母子保健主管（部）局あてには参考１のとおり、

また、市区町村国民年金担当課あてには参考２のとおり、同様のご協力を依頼し

ておりますので申し添えます。 

 

 

パンフレット掲載ページ URL 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html 

 

QRコード 

 
 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html


産前産後期間の届出をすると・・・

の

国民年金保険料の納付が免除され、

納付したものとして年金額に反映されます!

国民年金被保険者関係届書（申出書）
出産予定日（出産日）が確認できる書類
 出産前に届出する場合・・・出産予定日が確認できる母子健康手帳等の確認書類のコピーを添付
 出産後に届出する場合・・・原則、 確認書類の添付が不要
※１日本年金機構において、マイナンバーを利用して出産日等の確認を行うため、出産後は原則、確認書類の添付を省略できます。

ただし、死産・流産等の方の場合については、出産日等を確認することができないため確認書類の添付が必要です。
※２出産後間もなく届出した場合、出産日等の確認に時間を要することがあるため、行き違いで文書や電話により保険料の納付をご案内する

場合があります。
 マイナンバーカード ※３・４

※３マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下のAおよびBを提示してください。
A. マイナンバーが確認できる書類：個人番号の表示がある住民票の写しまたは通知カード（氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る）
B. 身元（実存）確認書類：運転免許証、パスポート、在留カードなど

※４郵送で届書を提出する場合は、マイナンバーカードの両面コピーを添付してください。
ただし、届書に基礎年金番号を記入する場合は、コピーの添付は必要ありません。

 平成３１年２月１日以降に出産された国民年金第１号被保険者(自営業、学生、無職等) の方が届出の対象です。
 妊娠８５日（４カ月）以上の出産が対象です（死産、流産、早産を含みます）。
 第２号被保険者(会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者・共済組合員)および第３号被保険者(第2号被保険者に扶養されている

配偶者)の方は、国民年金産前産後免除の届出の対象ではありません。
 出産予定日の６カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

 お住まいの市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送で手続きできます。

 マイナポータルから、スマホで２４時間３６５日、簡単に電子申請できます。
 マイナポータルから電子申請する場合の必要書類
 出産予定日（出産日）が確認できる書類
 出産前に届出する場合・・・出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイルをアップロード
 出産後に届出する場合・・・原則、 確認書類の添付が不要
※１日本年金機構において、マイナンバーを利用して出産日等の確認を行うため、出産後は原則、確認書類の添付を省略できます。

ただし、死産・流産等の方の場合については、出産日等を確認することができないため確認書類の添付が必要です。
※２出産後間もなく届出した場合、出産日等の確認に時間を要することがあるため、行き違いで文書や電話により保険料の納付をご案内する

場合があります。

 届書（紙）による場合の必要書類

※電子申請による手順は、裏面をご確認ください。

※

 届出をすると、出産予定月（または出産月）の前月から４カ月分の 国民年金保険料が
納付されたことになります（将来の年金受給額は減りません）。

 すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。
該当期間分の保険料について経済的な理由等により免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金額が多くなるので、
必ず産前産後免除の届出をしてください。

 産前産後免除期間中も付加保険料（月額４００円）を納付することができます。
付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に「２００円×付加保険料を納めた月数」の付加年金が加算されます。

３カ月前 ２カ月前 １カ月前 １カ月後 ２カ月後 ３カ月後
単胎の方 出産予定月※１

多胎の方※２ 出産予定月※１

※１ 届出が出産後の場合「出産月」

届書(紙)による手続きの場合

国民年金保険料の納付が免除される期間

対象となる方・受付期間

電子申請で手続きの場合

※１・２

※多胎妊娠の方は６カ月分（およそ１０万円）

※１・２

※２ 多胎の場合は出産予定月
(または出産月)の３カ月前
から６カ月分となります。

※日本年金機構ホームページから
ダウンロードできます。 https://www.nenkin.go.jp

/shinsei/index.html

申請・届出様式 検索

（別添） 



2411 1016 011

① スマートフォンとマイナンバーカードでマイナポータルにログイン

※初めてマイナポータルを利用される方は、マイナポータルのログイン画面の
「登録・ログイン」から「利用者登録」を行ってください。

マイナポータル 検索

https://myna.go.jp

ご不明な点等ございましたら、以下をご覧ください。
■ホームページで確認
国民年金 電子申請 検索

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/
denshi_kokunen.html

0570-003-004
050から始まる電話から
おかけになる場合は、

03-6630-2525

月～金曜日 8：30～19：00
第２土曜日 9：30～16：00
※第２土曜日以外の土・日・祝日、

12/29～１/3はご利用いただけません

受
付
時
間

■お電話で確認「ねんきん加入者ダイヤル(国民年金加入者向け）」

⑤「マイナンバーカードを

読み取って入力」を選択し、

マイナンバーカードを読み取る。

⑥「出産（予定）年月日」を選択

する。また、単胎多胎の別を

選択する。

⑦「添付書類」と「画像ファイ

ル」を選択し、「確認する」を

押す。申請内容確認画面が表

示されるため「次へ」を選択し、

「申請する」を押す。

② マイナポータルにログイン後、

「年金」を選択する。

③ 「国民年金に加入する方・

加入中の方の手続き」を選択

する。「産前産後の保険料免除」

を選択する。

④ 「国民年金に加入中の方」、

「この条件で検索」を選択する。

産前産後免除該当届の「手続に

進む」を選択する。

産前産後免除該当届の電子申請による手順

※画面のデザインや文言は、実際の画面と異なる場合があります。



（参考１） 

 事 務 連 絡  

  令和７年４月 17 日 

 

 

各都道府県、市区町村（特別区を含む。）母子保健主管（部）局 御中 

 

                  厚生労働省年金局事業管理課 

こども家庭庁成育局母子保健課  

 

国民年金第１号被保険者の産前産後期間に係る国民年金保険料免除制度 

に係る周知について（改めてのご協力依頼） 

 

 

母子保健行政の推進につきましては、平素から格段のご配慮を賜り厚く御礼

申し上げます。 

先般、「国民年金第１号被保険者の産前産後期間に係る国民年金保険料免除

制度周知用パンフレット兼届書の配布について（協力依頼）」（令和５年３月６

日付 事務連絡）において、産前産後免除制度の利用促進のご協力をお願いさ

せていただいたところですが、今般、日本年金機構において、当該制度の更な

る周知を図るために、保険料納付が免除される期間に係るおおよその保険料額

を明示するほか、電子申請が可能であることを追加する等、別添のとおりパン

フレットの見直しを行いました。 

母子健康手帳の受け取り等のために来訪される方の中には、国民年金第１号

被保険者であり、産前産後免除制度を利用いただける方も含まれると考えられ

ることから、母子健康手帳の交付等の際に、パンフレットを配付いただく等、

当該制度についてご案内いただきますよう、引き続きご協力をお願いいたしま

す。 

なお、印刷したパンフレットについては、令和７年５月末までに年金事務所

から市区町村の母子保健（部）局あてに送付させていただきますが、部数に不

足が生じた場合は、年金事務所に連絡いただくか、日本年金機構ホームページ

からダウンロードして利用してください。 

（令和７年４月 21日以降、別添のパンフレットをダウンロードいただけます。） 

なお、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）あてには参考１

のとおり、また、市区町村（特別区を含む。）国民年金担当課あてには参考２

のとおり、同様のご協力を依頼しておりますので申し添えます。 

 



（参考１） 

パンフレット掲載ページ URL 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html 

 

QRコード 

 
 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html


（参考２） 

事 務 連 絡 

令和７年４月 17 日 

 

市区町村（特別区を含む。） 国民年金担当課 御中 

 

 

厚生労働省年金局事業管理課 

 

 

 

国民年金第１号被保険者の産前産後免除制度に係る周知について 

（改めてのご協力依頼） 

 

 

国民年金第１号被保険者に係る産前産後免除制度については、「国民年金第 1

号被保険者の産前産後期間に係る国民年金保険料免除制度の周知用パンフレッ

ト兼届書の配布について（協力依頼）」（令和５年３月６日付 事務連絡）におい

て、パンフレットの設置、制度の案内につきご協力依頼をしているところです。 

今般、日本年金機構において産前産後免除制度の利用を促進する目的から、別

添のとおり、保険料納付が免除される期間に係るおおよその保険料額を明示す

るほか、電子申請が可能であることを追加する等、見直しを行いましたので、当

該パンフレットの設置や当該制度の周知について改めてご協力いただきますよ

う何卒お願い申し上げます。 

印刷したパンフレットについては、令和７年５月末までに年金事務所から送

付させていただきますが、部数に不足が生じた場合は、年金事務所に連絡いただ

くか、日本年金機構ホームページからダウンロードして利用してください。 

（令和７年４月 21日以降、別添のパンフレットをダウンロードいただけます。） 

なお、各都道府県、市区町村（特別区を含む。）母子保健主管（部）局あて

には参考１のとおり、また、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課

（部）あてには参考２のとおり、同様のご協力を依頼しておりますので申し添

えます。 

 

パンフレット掲載ページ URL 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html 

 

 

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.html


（参考２） 

QRコード 

 


